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(57)【要約】
【課題】液晶表示装置の提供。
【解決手段】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の場
合、共通電極の真上または直下に共通電圧線を形成して
、直接的に接触させることにより、共通電圧線の信号遅
延を低減するとともに、液晶表示装置の開口率の低下を
防ぐことができる。
【選択図】図３Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１基板と、
前記第１基板の上に配設されている複数のゲート線及び複数のデータ線と、
前記複数のゲート線及び前記複数のデータ線にそれぞれ接続されている複数の薄膜トラン
ジスタと、
前記複数の薄膜トランジスタの上に配設されている複数のカラーフィルタと、
前記複数のカラーフィルタの上に配設されており、第１絶縁膜を挟んで重なり合う複数の
画素電極及び共通電極と、
前記共通電極と直接的に接触する共通電圧線と、
を備え、
前記共通電極及び前記画素電極のうちの一方は枝電極を備える
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
前記共通電圧線は前記データ線と重なり合い、
前記共通電圧線の幅は前記データ線の幅に等しいかそれよりも広い
ことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
前記共通電圧線は、前記共通電極の真上または直下に配設される
ことを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
前記複数のカラーフィルタのうち隣り合う二つのカラーフィルタの間に配設されており、
前記データ線に対応する位置に配設されている遮光部材をさらに備える
ことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
前記共通電圧線は、前記共通電極の真上または直下に配設される
ことを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
前記第１基板と対向する第２基板と、
前記第２基板の上に配設されている遮光部材と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
前記共通電圧線は前記データ線と重なり合い、
前記共通電圧線の幅は前記データ線の幅に等しいかそれよりも狭い
ことを特徴とする請求項６に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
前記遮光部材の幅は、前記データ線の幅に等しいかそれよりも広い
ことを特徴とする請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
前記共通電圧線は、前記共通電極の真上または直下に配設される
ことを特徴とする請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
前記共通電圧線は、前記共通電極の真上または直下に配設される
ことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
第１基板と、
前記第１基板の上に配設されている複数のゲート線及び複数のデータ線と、
前記複数のゲート線及び前記複数のデータ線にそれぞれ接続されている複数の薄膜トラン
ジスタと、
前記複数の薄膜トランジスタの上に配設されている複数のカラーフィルタと、
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前記複数のカラーフィルタの上に配設されている共通電極と、
前記共通電極と直接的に接触されている共通電圧線と、
前記共通電極の上に配設されている第１絶縁膜と、
前記第１絶縁膜の上に配設されている複数の画素電極と、
を備え、
前記共通電極と前記複数の画素電極とは互いに重なり合い、
前記共通電極及び前記複数の画素電極のうちの少なくとも一方は枝電極を備える
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１２】
前記複数のカラーフィルタのうち隣り合う二つのカラーフィルタは、前記データ線に対応
する位置において互いに重なり合う
ことを特徴とする請求項１１に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
前記共通電圧線は、前記共通電極の真上または直下に配設される
ことを特徴とする請求項１２に記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
前記共通電圧線は前記データ線と重なり合い、
前記共通電圧線の幅は前記データ線の幅に等しいかそれよりも広い
ことを特徴とする請求項１３に記載の液晶表示装置。
【請求項１５】
前記複数のカラーフィルタと前記共通電極との間に配設されている第２絶縁膜をさらに備
える
ことを特徴とする請求項１４に記載の液晶表示装置。
【請求項１６】
前記共通電圧線は、前記複数のゲート線のうちの少なくとも一本と重なり合う第１部分と
、前記複数のデータ線のうちの少なくとも一本と重なり合う第２部分と、を備える
ことを特徴とする請求項１５に記載の液晶表示装置。
【請求項１７】
前記共通電圧線の前記第１部分は、前記複数のゲート線のうち隣り合う三本のゲート線ご
とに一本ずつ配設されている
ことを特徴とする請求項１６に記載の液晶表示装置。
【請求項１８】
前記共通電圧線の前記第２部分は、前記複数のデータ線のうち隣り合う三本のデータ線ご
とに一本ずつ配設されている
ことを特徴とする請求項１６に記載の液晶表示装置。
【請求項１９】
前記共通電圧線の前記第２部分は、前記複数のデータ線のうち隣り合う６本のデータ線ご
とに一本ずつ配設されている
ことを特徴とする請求項１６に記載の液晶表示装置。
【請求項２０】
前記複数のカラーフィルタのうち隣り合う二つのカラーフィルタの間に配設されており、
前記データ線に対応する位置に配設されている遮光部材をさらに備える
ことを特徴とする請求項１１に記載の液晶表示装置。
【請求項２１】
前記共通電圧線は、前記共通電極の真上または直下に配設される
ことを特徴とする請求項２０に記載の液晶表示装置。
【請求項２２】
前記複数のカラーフィルタと前記共通電極との間に配設されている第２絶縁膜をさらに備
える
ことを特徴とする請求項２１に記載の液晶表示装置。
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【請求項２３】
前記第１基板と対向する第２基板と、
前記第２基板の上に配設されている遮光部材と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１１に記載の液晶表示装置。
【請求項２４】
前記共通電圧線は前記データ線と重なり合い、
前記共通電圧線の幅は前記データ線の幅に等しいかそれよりも狭い
ことを特徴とする請求項２３に記載の液晶表示装置。
【請求項２５】
前記遮光部材の幅は、前記データ線の幅に等しいかそれよりも広い
ことを特徴とする請求項２４に記載の液晶表示装置。
【請求項２６】
前記複数のカラーフィルタと前記共通電極との間に配設されている第２絶縁膜をさらに備
える
ことを特徴とする請求項１１に記載の液晶表示装置。
【請求項２７】
前記共通電圧線は、前記複数のゲート線のうちの少なくとも一本と重なり合う第１部分と
、前記複数のデータ線のうちの少なくとも一本と重なり合う第２部分と、を備える
ことを特徴とする請求項２６に記載の液晶表示装置。
【請求項２８】
前記共通電圧線は、前記共通電極の真上または直下に配設される
ことを特徴とする請求項１１に記載の液晶表示装置。
【請求項２９】
前記共通電圧線は、前記複数のゲート線のうちの少なくとも一本と重なり合う第１部分と
、前記複数のデータ線のうちの少なくとも一本と重なり合う第２部分と、を備える
ことを特徴とする請求項２８に記載の液晶表示装置。
【請求項３０】
第１基板と、
前記第１基板の上に配設されている複数のゲート線及び複数のデータ線と、
前記複数のゲート線及び前記複数のデータ線にそれぞれ接続されている複数の薄膜トラン
ジスタと、
前記複数の薄膜トランジスタの上に配設されている複数のカラーフィルタと、
前記複数のカラーフィルタの上に配設されている複数の画素電極と、
前記画素電極の上に配設されている第１絶縁膜と、
前記第１絶縁膜の上に配設されている共通電極と、
前記共通電極と直接的に接触している共通電圧線と、
を備え、
前記共通電極と前記複数の画素電極とは互いに重なり合い、前記共通電極及び前記複数の
画素電極のうちの少なくとも一方は枝電極を備える
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３１】
前記複数のカラーフィルタのうち隣り合う二つのカラーフィルタは前記データ線に対応す
る位置において互いに重なり合う
ことを特徴とする請求項３０に記載の液晶表示装置。
【請求項３２】
前記共通電圧線は、前記共通電極の真上または直下に配設される
ことを特徴とする請求項３１に記載の液晶表示装置。
【請求項３３】
前記共通電圧線は前記データ線と重なり合い、
前記共通電圧線の幅は前記データ線の幅よりも広い
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ことを特徴とする請求項３２に記載の液晶表示装置。
【請求項３４】
前記複数のカラーフィルタと前記画素電極との間に配設されている第２絶縁膜をさらに備
える
ことを特徴とする請求項３３に記載の液晶表示装置。
【請求項３５】
前記共通電圧線は、前記複数のゲート線のうちの少なくとも一本と重なり合う第１部分と
、前記複数のデータ線のうちの少なくとも一本と重なり合う第２部分と、を備える
ことを特徴とする請求項３４に記載の液晶表示装置。
【請求項３６】
前記共通電圧線の前記第１部分は、前記複数のゲート線のうち隣り合う三本のゲート線ご
とに一本ずつ配設されている
ことを特徴とする請求項３５に記載の液晶表示装置。
【請求項３７】
前記共通電圧線の前記第２部分は、前記複数のデータ線のうち隣り合う三本のデータ線ご
とに一本ずつ配設されている
ことを特徴とする請求項３５に記載の液晶表示装置。
【請求項３８】
前記共通電圧線の前記第２部分は、前記複数のデータ線のうち隣り合う六本のデータ線ご
とに一本ずつ配設されている
ことを特徴とする請求項３５に記載の液晶表示装置。
【請求項３９】
前記複数のカラーフィルタのうち隣り合う二つのカラーフィルタの間に配設されており、
前記データ線に対応する位置に配設されている遮光部材をさらに備える
ことを特徴とする請求項３０に記載の液晶表示装置。
【請求項４０】
前記共通電圧線は、前記共通電極の真上または直下に配設される
ことを特徴とする請求項３９に記載の液晶表示装置。
【請求項４１】
前記第１基板と対向する第２基板と、
前記第２基板の上に配設されている遮光部材と、
をさらに備えることを特徴とする請求項３０に記載の液晶表示装置。
【請求項４２】
前記共通電圧線は前記データ線と重なり合い、
前記共通電圧線の幅は前記データ線の幅に等しいかそれよりも狭い
ことを特徴とする請求項４１に記載の液晶表示装置。
【請求項４３】
前記遮光部材の幅は、前記データ線の幅に等しいかそれよりも広い
ことを特徴とする請求項４２に記載の液晶表示装置。
【請求項４４】
前記複数のカラーフィルタと前記画素電極との間に配設されている第２絶縁膜をさらに備
える
ことを特徴とする請求項３０に記載の液晶表示装置。
【請求項４５】
前記共通電圧線は、前記共通電極の真上または直下に配設される
ことを特徴とする請求項４４に記載の液晶表示装置。
【請求項４６】
前記共通電圧線は、前記複数のゲート線のうちの少なくとも一本と重なり合う第１部分と
、前記複数のデータ線のうちの少なくとも一本と重なり合う第２部分と、を備える
ことを特徴とする請求項４５に記載の液晶表示装置。
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【請求項４７】
前記共通電圧線は、前記共通電極の真上または直下に配設されることを特徴とする請求項
３０に記載の液晶表示装置。
【請求項４８】
前記共通電圧線は、前記複数のゲート線のうちの少なくとも一本と重なり合う第１部分と
、前記複数のデータ線のうちの少なくとも一本と重なり合う第２部分と、を備える
ことを特徴とする請求項４７に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　　液晶表示装置は、現在最も幅広く用いられているフラット表示装置の一つであって、
画素電極と共通電極など電場生成電極（ｆｉｅｌｄ ｇｅｎｅｒａｔｉｎｇ ｅｌｅｃｔｒ
ｏｄｅ）が形成されている二枚の表示板と、これらの間に挟み込まれている液晶層と、を
備える。液晶表示装置は、電場生成電極に電圧を印加して液晶層に電場を生成し、これに
より液晶層の液晶分子の方向を決定し、入射光の偏光を制御することにより映像を表示す
る。液晶表示装置の透過率は、液晶分子が上手く制御されるほど高くなり得る。
【０００３】
　一方、液晶表示装置において、液晶層に電場を生成する画素電極及び共通電極をスイッ
チング素子が形成されている一枚の表示板に備えていてもよい。この種の液晶表示装置の
場合、共通電圧を伝達する共通電圧線と共通電極とを接続するために、コンタクト孔を形
成するが、これにより液晶表示装置の開口率が低下する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、液晶表示装置の開口率の低下を防ぎ、しかも、共通
電圧線の信号遅延を低減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一実施形態に係る液晶表示装置は、第１基板と、前記第１基板の上に配設され
ている複数のゲート線及び複数のデータ線と、前記複数のゲート線及び前記複数のデータ
線にそれぞれ接続されている複数の薄膜トランジスタと、前記複数の薄膜トランジスタの
上に配設されている複数のカラーフィルタと、前記複数のカラーフィルタの上に配設され
ており、第１絶縁膜を挟んで重なり合う複数の画素電極及び共通電極と、前記共通電極と
直接的に接触する共通電圧線と、を備え、前記共通電極及び前記画素電極のうちの一方は
枝電極を備える。
【０００６】
　前記共通電圧線は前記データ線と重なり合い、前記共通電圧線の幅は前記データ線の幅
に等しいかそれよりも広くてもよい。
【０００７】
　前記共通電圧線は、前記共通電極の真上または直下に配設されてもよい。
【０００８】
　前記液晶表示装置は、前記複数のカラーフィルタのうち隣り合う二つのカラーフィルタ
の間に配設されており、前記データ線に対応する位置に配設されている遮光部材をさらに
備えていてもよい。
【０００９】
　前記液晶表示装置は、前記第１基板と対向する第２基板と、前記第２基板の上に配設さ
れている遮光部材と、をさらに備えていてもよい。
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【００１０】
　前記共通電圧線は前記データ線と重なり合い、前記共通電圧線の幅は前記データ線の幅
に等しいかそれよりも狭くてもよい。
【００１１】
　前記遮光部材の幅は、前記データ線の幅に等しいかそれよりも広くてもよい。
【００１２】
　本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置は、第１基板と、前記第１基板の上に配設さ
れている複数のゲート線及び複数のデータ線と、前記複数のゲート線及び前記複数のデー
タ線にそれぞれ接続されている複数の薄膜トランジスタと、前記複数の薄膜トランジスタ
の上に配設されている複数のカラーフィルタと、前記複数のカラーフィルタの上に配設さ
れている共通電極と、前記共通電極と直接的に接触されている共通電圧線と、前記共通電
極の上に配設されている第１絶縁膜と、前記第１絶縁膜の上に配設されている複数の画素
電極と、を備え、前記共通電極と前記複数の画素電極とは互いに重なり合い、前記共通電
極及び前記複数の画素電極のうちの少なくとも一方は枝電極を備える。
【００１３】
　前記複数のカラーフィルタのうち隣り合う二つのカラーフィルタは、前記データ線に対
応する位置において互いに重なり合っていてもよい。
【００１４】
　前記液晶表示装置は、前記複数のカラーフィルタと前記共通電極との間に配設されてい
る第２絶縁膜をさらに備えていてもよい。
【００１５】
　前記共通電圧線は、前記複数のゲート線のうちの少なくとも一本と重なり合う第１部分
と、前記複数のデータ線のうちの少なくとも一本と重なり合う第２部分と、を備えていて
もよい。
【００１６】
　前記共通電圧線の前記第１部分は、前記複数のゲート線のうち隣り合う三本のゲート線
ごとに一本ずつ配設されていてもよい。
【００１７】
　前記共通電圧線の前記第２部分は、前記複数のデータ線のうち隣り合う三本のデータ線
ごとに一本ずつ配設されていてもよい。
【００１８】
　前記共通電圧線の前記第２部分は、前記複数のデータ線のうち隣り合う６本のデータ線
ごとに一本ずつ配設されていてもよい。
【００１９】
　本発明のさらに他の実施形態に係る液晶表示装置は、第１基板と、前記第１基板の上に
配設されている複数のゲート線及び複数のデータ線と、前記複数のゲート線及び前記複数
のデータ線にそれぞれ接続されている複数の薄膜トランジスタと、前記複数の薄膜トラン
ジスタの上に配設されている複数のカラーフィルタと、前記複数のカラーフィルタの上に
配設されている複数の画素電極と、前記画素電極の上に配設されている第１絶縁膜と、前
記第１絶縁膜の上に配設されている共通電極と、前記共通電極と直接的に接触している共
通電圧線と、を備え、前記共通電極と前記複数の画素電極とは互いに重なり合い、前記共
通電極及び前記複数の画素電極のうちの少なくとも一方は枝電極を備える。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の実施形態に係る液晶表示装置の場合、共通電極の真上または直下に共通電圧線
を形成することにより、共通電圧線の信号遅延を低減するとともに、液晶表示装置の開口
率の低下を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の配置図である。
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【図２】図１の液晶表示装置をII－II線に沿って切り取った断面図であって、本発明の一
実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図３Ａ】図１の液晶表示装置をIII－III線に沿って切り取った断面図であって、本発明
の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図３Ｂ】図３Ａに示す液晶表示装置を製造するステップの一部を示す断面図である。
【図４】図１の液晶表示装置をにII－II線に沿って切り取った断面図であって、本発明の
他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図５】図１の液晶表示装置をIII－III線に沿って切り取った断面図であって、本発明の
他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図６】図１の液晶表示装置をII－II線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他
の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図７】図１の液晶表示装置をIII－III線に沿って切り取った断面図であって、本発明の
他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図８】図１の液晶表示装置をII－II線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他
の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図９】図１の液晶表示装置をIII－III線に沿って切り取った断面図であって、本発明の
他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図１０】図１の液晶表示装置をII－II線に沿って切り取った断面図であって、本発明の
他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図１１】図１の液晶表示装置をIII－III線に沿って切り取った断面図であって、本発明
の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図１２】図１の液晶表示装置をII－II線に沿って切り取った断面図であって、本発明の
他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図１３】図１の液晶表示装置をIII－III線に沿って切り取った断面図であって、本発明
の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図１４】図１の液晶表示装置をII－II線に沿って切り取った断面図であって、本発明の
他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図１５】図１の液晶表示装置をIII－III線に沿って切り取った断面図であって、本発明
の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図１６】図１の液晶表示装置をII－II線に沿って切り取った断面図であって、本発明の
他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図１７】図１の液晶表示装置をIII－III線に沿って切り取った断面図であって、本発明
の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図１８】図１の液晶表示装置をII－II線に沿って切り取った断面図であって、本発明の
他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図１９】図１の液晶表示装置をIII－III線に沿って切り取った断面図であって、本発明
の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図２０】本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の配置図である。
【図２１】図１６の液晶表示装置をＸＸＩ－ＸＸＩ線に沿って切り取った断面図である。
【図２２】図１６の液晶表示装置をＸＸII－ＸＸII線に沿って切り取った断面図である。
【図２３】図２０の液晶表示装置をＸＸＩ－ＸＸＩ線に沿って切り取った断面図であって
、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図２４】図２０の液晶表示装置をＸＸII－ＸＸII線に沿って切り取った断面図であって
、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図２５】本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の配置図である。
【図２６】図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線に沿って切り取った断面図であ
る。
【図２７】図２５の液晶表示装置をＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であ
る。
【図２８】図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線に沿って切り取った断面図であ
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って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図２９】図２５の液晶表示装置をＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図３０】図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図３１】図２５の液晶表示装置をＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図３２】図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図３３】図２５の液晶表示装置をＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図３４】図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図３５】図２５の液晶表示装置をＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図３６】図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図３７】図２５の液晶表示装置をＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図３８】図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図３９】図２５の液晶表示装置をＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図４０】図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図４１】図２５の液晶表示装置をＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図４２】図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図４３】図２５の液晶表示装置をＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図４４】図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図４５】図２５の液晶表示装置をＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であ
って、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【図４６】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の信号線の配置図である。
【図４７】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の信号線の配置図である。
【図４８】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の信号線の配置図である。
【図４９】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の信号線の配置図である。
【図５０】本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の信号線の配置図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、添付図面に基づき、本発明の実施形態について本発明が属する技術分野において
通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳しく説明する。しかしながら、本発明
は種々の異なる形態にて実現可能であり、ここで説明する実施形態に限定されるものでは
ない。
【００２３】
　図中、種々の層及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して示す。明細書全般に亘
って類似する部分に対しては同じ図面符号を付する。層、膜、領域、板などの部分が他の
部分の「上」にあるとしたとき、これは他の部分の「直上」にある場合だけではなく、こ
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れらの中間にさらに他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の「直上」に
あるとしたときには、これらの間に他の部分がないことを意味する。
【００２４】
　先ず、図１、図２、図３Ａ及び図３Ｂに基づき、本発明の一実施形態に係る液晶表示装
置について説明する。図１は、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の配置図であり、
図２は、図１の液晶表示装置をII－II線に沿って切り取った断面図であって、本発明の一
実施形態に係る液晶表示装置の断面図であり、図３Ａは、図１の液晶表示装置をIII－III
線に沿って切り取った断面図であって、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図
であり、図３Ｂは、図３Ａに示す液晶表示装置を製造するステップの一部を示す断面図で
ある。
【００２５】
　本発明の一実施形態に係る液晶表示装置は、相対向する下表示板１００及び上表示板２
００と、これらの二枚の表示板１００、２００の間に位置する液晶層３と、を備える。
【００２６】
　先ず、下表示板１００について説明する。
【００２７】
　絶縁基板１１０の上に複数のゲート線１２１が形成されている。
【００２８】
　ゲート線１２１はゲート信号を伝達し、主として横方向に伸びる。各ゲート線１２１は
複数のゲート電極１２４を備える。
【００２９】
　ゲート線１２１の上にはゲート絶縁膜１４０が形成されている。ゲート絶縁膜１４０は
窒化ケイ素（ＳｉＮｘ）または酸化ケイ素（ＳｉＯｘ）などの無機絶縁物などから製作さ
れてもよい。
【００３０】
　ゲート絶縁膜１４０の上には複数の半導体１５１が形成されている。半導体１５１は、
ゲート電極１２４に沿って伸びている突出部１５４を備える。しかしながら、本発明の他
の一実施形態に係る液晶表示装置の場合、半導体１５１はゲート電極１２４の上にしか配
設されなくもよい。半導体１５１は非晶質半導体（ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　ｓｅｍｉｃｏｎ
ｄｕｃｔｏｒ）、多結晶半導体（ｐｏｌｙ－ｃｒｙｓｔａｌｌｉｚｅｄ　ｓｅｍｉｃｏｎ
ｄｕｃｔｏｒ）、または酸化物半導体（ｏｘｉｄｅ　ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）のう
ちの少なくとも１つを含んでいてもよい。
【００３１】
　半導体１５１の上には複数の抵抗性接触部材１６１、１６３、１６５が形成されている
。抵抗性接触部材１６３、１６５は、ゲート電極１２４を中心として相対向しながら対を
なして半導体１５４の上に配設されている。抵抗性接触部材１６１、１６３、１６５は、
リンなどのｎ型不純物が高濃度にてドープされているｎ＋水素化非晶質シリコンなどの物
質から製作されてもよく、シリサイドから製作されてもよい。しかしながら、本発明の他
の一実施形態に係る液晶表示装置の場合、抵抗性接触部材１６１、１６３、１６５は省略
されてもよい。
【００３２】
　抵抗性接触部材１６１、１６３、１６５の上には、複数のデータ線１７１と複数のドレ
イン電極１７５とを備えるデータ導電体が形成されている。
【００３３】
　データ線１７１はデータ信号を伝達し、主として縦方向に伸びてゲート線１２１と交差
する。各データ線１７１はゲート電極１２４に向かって伸びた複数のソース電極１７３を
備える。データ線１７１は周期的に折れており、ゲート線１２１の延長方向と斜角をなす
。データ線１７１がゲート線１２１の延長方向となす斜角は４５°以上であってもよい。
しかしながら、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の場合、データ線１７１は一
直線状に伸びていてもよい。
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【００３４】
　ドレイン電極１７５は、ゲート電極１２４を中心としてソース電極１７３と対向する棒
状の端部と、面積が広い他の端部と、を備える。
ゲート電極１２４、ソース電極１７３及びドレイン電極１７５は、半導体突出部１５４と
ともに、スイッチング素子である薄膜トランジスタ（ｔｈｉｎ ｆｉｌｍ ｔｒａｎｓｉｓ
ｔｏｒ；ＴＦＴ）をなす。線状半導体１５１は、薄膜トランジスタが位置する半導体突出
部１５４を除くと、データ線１７１、ドレイン電極１７５及びその下部の抵抗性接触部材
１６１、１６５とほとんど同じ平面形状を有していてもよい。
【００３５】
　データ導電体１７１、１７５及び露出された半導体突出部１５４の上には第１保護膜１
８０ｘが位置し、第１保護膜１８０ｘは有機絶縁物質または無機絶縁物質などから形成さ
れていてもよい。
【００３６】
　第１保護膜１８０ｘの上には、複数のカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃが
形成されている。各カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃは、基本色のうちの一
つを固有に表示することができ、基本色としては、赤色、緑色、青色など三原色または黄
色（ｙｅｌｌｏｗ）、青緑色（ｃｙａｎ）、紫紅色（ｍａｇｅｎｔａ）などが挙げられる
。図示はしないが、カラーフィルタは、基本色に加えて、基本色の混合色または白色を表
示するカラーフィルタをさらに備えていてもよい。カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、
２３０Ｃは有機物質からなる。各カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃはデータ
線１７１に沿って長く伸びていてもよく、データ線１７１を境界として隣り合う二つのカ
ラーフィルタ２３０Ａ及び２３０Ｂ、２３０Ｂ及び２３０Ｃが互いに重なり合っていても
よい。
【００３７】
　カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃの上には、複数の共通電極１３１が形成
されている。共通電極１３１は、ＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明な導電物質から製作され
てもよい。共通電極１３１は面状のものであって、基板１１０の全面の上に単一板状に形
成されていてもよく、ドレイン電極１７５の周りに対応する領域に配設されている開口部
１３８を有していてもよい。
【００３８】
　共通電極１３１の上には共通電圧線３０１が配設されて共通電極１３１と直接的に接触
する。共通電圧線３０１は、ゲート線１２１と平行な第１部分と、データ線１７１と平行
な第２部分と、を備え、第１部分と第２部分とは互いに連結されている。しかしながら、
本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合、第１部分と第２部分のうちの少なくと
も一方が省略されてもよい。
【００３９】
　共通電圧線３０１は、共通電極１３１とは異なり、不透明であり、且つ、導電性の高い
金属から製作されてもよい。また、共通電圧線３０１のうちデータ線１７１の上に配設さ
れている第２部分は、データ線１７１に等しいかそれよりも広い幅を有していてもよく、
この場合、データ線１７１を中心として隣り合う両画素間の光漏れを防ぐ役割を果たす。
このため、データ線１７１を中心として隣り合う両画素の間に遮光部材を設けなくてもよ
い。
【００４０】
　共通電圧線３０１は、電気伝導性の高い導電性有機物から形成してもよい。この場合、
光の反射を防ぐことができ、しかも、液晶表示装置の開口率をさらに高めることができる
。
【００４１】
　共通電極１３１及び共通電圧線３０１は、一枚のマスクを用いて一回の写真工程により
同時に形成してもよい。これについて、図３Ｂに基づいて詳述する。図３Ａに示すように
、共通電極１３１をなす透明な第１導電層１３０と、共通電圧線３０１をなす不透明な第
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２導電層３００とをこの順に積層する。図３Ｂに示すように、感光膜４００を積層し、透
光領域及び遮光領域に加えて半透明領域を設ける光マスク５００を用いて露光し、図３Ｃ
に示すように、位置に応じて厚さが異なる第１感光膜パターン４００ａ、４００ｂを形成
する。図３Ｄに示すように、第１感光膜パターン４００ａ、４００ｂをエッチングマスク
として第２導電層３００及び第１導電層１３０を同時にまたは順次にエッチングして第２
導電層パターン３００ａ及び第１導電層パターン１３０ａを形成した後、図３Ｅに示すよ
うに、第１感光膜パターン４００ａ、４００ｂをアッシング等の方法により高さを低めて
、厚肉の感光膜パターン４００ａの厚さを低減するとともに、薄肉部の感光膜パターン４
００ｂを除去して第２感光膜パターン４００ｃを形成する。図３Ｆに示すように、第２感
光膜パターン４００ｃをエッチングマスクとして第２導電層３００をエッチングする方法
により第２導電層パターン３００ａをエッチングして、図３Ｇに示すように、共通電極部
１３０ａと共通電圧線の部分３００ａを一回の写真工程により形成することができる。位
置に応じて感光膜の厚さを異ならせる方法としては種々の方法が挙げられるが、例えば、
光マスクに透光領域及び遮光領域に加えて半透明領域を設ける方法がある。半透明領域に
はスリットパターン、格子パターンまたは透過率が中間であるか、または厚さが中間であ
る薄膜が備えられる。スリットパターンを用いるときには、スリットの幅やスリット間の
間隔が写真工程に用いる露光器の分解能よりも小さいことが好ましい。他の例としては、
リフロー可能な感光膜を用いる方法がある。すなわち、透光領域及び遮光領域しか有さな
い通常の露光マスクによりリフロー可能な感光膜を形成した後にリフローさせて感光膜が
残留しない領域に流下することにより薄肉部を形成するのである。これにより、一回の写
真工程を低減することができるので、製造方法が簡単になる。
【００４２】
　共通電極１３１及び共通電圧線３０１の上には第２保護膜１８０ｙが配設されている。
第２保護膜１８０ｙは、有機絶縁物質または無機絶縁物質などから形成されてもよい。
【００４３】
　第２保護膜１８０ｙの上には、画素電極１９１が形成されている。画素電極１９１は、
互いに概して平行に伸び、互いに離れている複数の枝電極１９３と、枝電極１９３の上及
び下の端部を繋ぐ下及び上の横部１９２と、を備える。画素電極１９１の枝電極１９３は
データ線１７１に沿って折れていてもよい。しかしながら、本発明の他の一実施形態に係
る液晶表示装置の場合、データ線１７１と画素電極１９１の枝電極１９３は一直線状に伸
びていてもよい。画素電極１９１は、ＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明な導電物質から製作
されてもよい。
【００４４】
　第１保護膜１８０ｘ、カラーフィルタ２３０Ｂ及び第２保護膜１８０ｙには、ドレイン
電極１７５の一部を露出する複数のコンタクト孔１８３が形成されており、画素電極１９
１は、コンタクト孔１８３を介してドレイン電極１７５と電気的に接続されて、データ電
圧を受け取る。
【００４５】
　コンタクト孔１８３は、共通電極１３１に形成されている開口部１３８に対応する位置
に形成されている。
【００４６】
　データ電圧を印加された画素電極１９１は、共通電圧を印加された共通電極１３１と共
に、液晶層３に電場を生成する。
【００４７】
　画素電極１９１の枝電極１９３は、面状の共通電極１３１と重なり合う。
【００４８】
　本実施形態に係る液晶表示装置の場合、共通電極１３１は、複数のデータ線１７１を一
緒に覆い、これら複数のデータ線１７１と重なり合っている。このため、データ線１７１
と画素電極１９１との間のクロストークを減らし、データ線１７１と隣り合う画素電極１
９１間の寄生静電容量による光漏れを、低減することができる。
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【００４９】
　下表示板１００の内側面には、第１配向膜１１が塗布されている。
【００５０】
　以下、上表示板２００について説明する。
【００５１】
　絶縁基板２１０の上には、第２配向膜２１が塗布されている。
【００５２】
　第１配向膜１１及び第２配向膜２１は、水平配向膜であってもよい。
【００５３】
　下表示板１００と上表示板２００との間に挟み込まれている液晶層３は、液晶分子（図
示せず）を含み、液晶分子は、電場がない状態でその長軸が両表示板１００、２００の表
面に対して水平をなすように、配向されていてもよい。
【００５４】
　液晶層３は、正の誘電率異方性を有していてもよく、負の誘電率異方性を有していても
よい。液晶層３の液晶分子は、一定の方向にプレチルトを有するように配向されていても
よく、このような液晶分子のプレチルト方向は、液晶層３の誘電率異方性に応じて可変で
ある。
【００５５】
　下表示板１００の基板１１０の外側には、光を生成して両表示板１００、２００に光を
提供するバックライト部（図示せず）が、さらに備えられていてもよい。
【００５６】
　データ電圧の印加された画素電極１９１は、共通電圧が印加される共通電極１３１と共
に液晶層３に電場を生成することにより、液晶層３の液晶分子の方向を決定し、当該映像
を表示する。
【００５７】
　本発明の実施形態に係る液晶表示装置における下表示板１００は、データ線１７１と電
場生成電極１３１、１９１との間に配設されているカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、
２３０Ｃを備える。一般に、データ線１７１と電場生成電極１３１、１９１との間の不必
要な寄生静電容量を低減するために、データ線１７１と電場生成電極１３１、１９１との
間に、厚肉の低誘電率の絶縁膜を形成する。しかしながら、本実施形態に係る液晶表示装
置では、データ線１７１と電場生成電極１３１、１９１との間に配設されているカラーフ
ィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃがこのような役割を果たすので、さらなる厚い絶縁
膜が形成されなくても良い。このため、下表示板１００に厚い絶縁膜を形成し、上表示板
２００にカラーフィルタを形成する場合に比べて、透過率が増加する。
【００５８】
　カラーフィルタを上表示板１００に形成する場合、下表示板１００の画素電極と上表示
板２００のカラーフィルタとの間の誤整列による色表示誤差を防ぐために、カラーフィル
タの間に、広い幅を有する遮光部材を形成しなければならない。しかしながら、カラーフ
ィルタを下表示板１００に配設する場合、カラーフィルタの整列誤差は考慮しなくても良
いため、遮光部材の幅を狭めることができる。しかしながら、遮光部材の幅は下表示板１
００の線幅よりは広く形成されるため、上表示板２００に遮光部材を形成する場合、開口
率が減少する。
【００５９】
　本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、共通電極１３１の真上に配設され且つゲート
線１２１及びデータ線１７１のうちの少なくとも一方に沿って伸びている共通電圧線３０
１を、備える。このような共通電圧線３０１は、共通電極１３１とは異なり、不透明であ
り、且つ、導電性の高い金属から製作されてもよく、この場合、隣り合う両画素間の光漏
れを防ぐ役割を果たす。このため、遮光部材を省略してもよい。
【００６０】
　このように本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、下表示板１００と上表示板２００
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との間の整列誤差を考慮しなくても良く、しかも、遮光部材を省略することができるので
、開口率が増加する。
【００６１】
　また、共通電極１３１の真上に配設されており、ゲート線１２１及びデータ線１７１の
うちの少なくとも一方に沿って伸びている共通電圧線３０１を備えるため、共通電極１３
１に印加される共通電圧の信号遅延を防ぐとともに、共通電極１３１と共通電圧線３０１
とを繋ぐためのコンタクト孔が不要であり、共通電圧線３０１を不透明な信号線１２１、
１７１と重なり合うように形成することにより、液晶表示装置の開口率が増加する。この
ように、本発明の実施形態に係る液晶表示装置は、共通電極１３１の真上に配設されてい
る共通電圧線３０１を備えることにより、共通電圧の信号遅延を防ぐと共に、液晶表示装
置の開口率を高めることができる。なお、遮光部材を省略することにより、製造コストが
削減される。
【００６２】
　さらに、共通電圧線３０１を電気伝導性の高い導電性有機物から形成してもよく、この
場合、光の反射を防ぐことができる。
【００６３】
　さらに、本実施形態に係る液晶表示装置は、データ線１７１を覆う共通電極１３１を備
え、共通電極１３１によってデータ線１７１と画素電極１９１との間のクロストークを減
らし、データ線１７１と隣り合う画素電極１９１間の寄生静電容量による光漏れを低減す
ることができる。
【００６４】
　以下、図１、図４及び図５に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置につ
いて説明する。図４及び図５は、それぞれ図１の液晶表示装置をII－II線及びIII－III線
に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面
図である。
【００６５】
　図１、図４及び図５に示す実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図１、図２及び図
３Ａに示す実施形態に係る液晶表示装置とほとんど同様である。このため、類似する部分
についての説明は省略する。
【００６６】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図１、図２及び図３Ａに示す実施形態に係
る液晶表示装置とは異なり、カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃと共通電極１
３１との間に設けられた第３保護膜１８０ｚを、さらに備える。第３保護膜１８０ｚはデ
ータ線１７１と共通電圧線３０１との間に配設されて、データ線１７１と共通電圧線３０
１との間の寄生静電容量を低めてデータ線１７１の信号遅延を低減することができる。第
３保護膜１８０ｚは有機物質から形成されてもよく、その表面が平らであってもよい。第
３保護膜１８０ｚは、隣り合う画素に配設されているカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ
、２３０Ｃの重合による段差を減少して、配向膜１１が一定にラビングされることの一助
となる。しかしながら、第３保護膜１８０ｚは、無機絶縁膜であってもよく、この場合、
カラーフィルタの成分が外部に露出されることを防ぐことができる。このとき、第３保護
膜１８０ｚは、ゲート絶縁膜１４０よりも低い温度で成膜して下に配設されているカラー
フィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃの変形や変色を防ぐことができる。また、第３保
護膜１８０ｚは、その下に配設されるカラーフィルタと有機絶縁膜との間の屈折率差によ
る透過率の損失を、低減することができる。
【００６７】
　前述した図１、図２及び図３Ａに示す実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる特徴は、
本実施形態に係る液晶表示装置にも、いずれも適用可能である。この他に、前述した実施
形態の種々の構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態にも、
適用可能である。
【００６８】
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　以下、図１、図６及び図７に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置につ
いて説明する。図６及び図７は、それぞれ図１の液晶表示装置をII－II線及びIII－III線
に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面
図である。
【００６９】
　図１、図６及び図７に示す実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図１、図２及び図
３Ａに示す実施形態に係る液晶表示装置と、ほとんど同様である。このため、類似する部
分についての説明は省略する。
【００７０】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図１、図２及び図３Ａに示す実施形態に係
る液晶表示装置とは異なり、カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃと共通電極１
３１との間に設けられた第３保護膜１８０ｚをさらに備え、第３保護膜１８０ｚは、下膜
１８０ｚｐ及び上膜１８０ｚｑを備える。第３保護膜１８０ｚの下膜１８０ｚｐは無機絶
縁膜であってもよく、この場合、カラーフィルタの成分が外部に露出されることを防ぐ。
第３保護膜１８０ｚの上膜１８０ｚｑは、有機物質から形成されてもよく、その表面が平
らであってもよい。第３保護膜１８０ｚの下膜１８０ｚｐは、ゲート絶縁膜１４０よりも
低い温度で成膜され、その下に配設されているカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３
０Ｃの変形や変色を防ぐことができ、その下に配設されるカラーフィルタと有機絶縁膜と
の間の屈折率差による透過率の損失を低減することができる。第３保護膜１８０ｚの上膜
１８０ｚｑは有機絶縁膜であってもよく、その場合、隣り合う画素に配設されているカラ
ーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃの重合による段差を減少して配向膜１１が一定
にラビングされることの一助となる。第３保護膜１８０ｚは、データ線１７１と共通電圧
線３０１との間に配設されて、データ線１７１と共通電圧線３０１との間の寄生静電容量
を低めて、データ線１７１の信号遅延を低減することができる。
【００７１】
　本実施形態に係る液晶表示装置について、第３保護膜１８０ｚの下膜１８０ｚｐが無機
絶縁膜であり、上膜１８０ｚｑが有機絶縁膜であると説明したが、本発明の他の実施形態
に係る液晶表示装置において、第３保護膜１８０ｚの下膜１８０ｚｐが有機絶縁膜であり
、上膜１８０ｚｑが無機絶縁膜であってもよい。
【００７２】
　前述した図１、図２及び図３Ａに示す実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる特徴は、
本実施形態に係る液晶表示装置にも、いずれも適用可能である。この他に、前述した実施
形態の種々の構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態にも、
適用可能である。
【００７３】
　以下、図１、図８及び図９に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置につ
いて説明する。図８及び図９は、それぞれ図１の液晶表示装置をII－II線及びIII－III線
に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断面
図である。
【００７４】
　図１、図８及び図９に示す実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図１、図２及び図
３Ａに示す実施形態に係る液晶表示装置とほとんど同様である。このため、類似する部分
についての説明は省略する。
【００７５】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図１、図２及び図３Ａに示す実施形態に係
る液晶表示装置とは異なり、カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃと共通電極１
３１との間に設けられた第３保護膜１８０ｚをさらに備えるが、第３保護膜１８０ｚは、
共通電圧線３０１が配設される部分に対応する部分にのみ配設される。第３保護膜１８０
ｚは、有機物質または無機物質から形成されてもよく、表面が平らであってもよい。この
ように、共通電圧線３０１が配設される部分に対応する部分にのみ第３保護膜１８０ｚが
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配設されるので、映像を表示する表示領域（例えば、画素電極１９１が形成された領域）
には第３保護膜１８０ｚが形成されず、これにより、有機物質を含む第３保護膜１８０ｚ
によるバックライトの光の吸収を低減することができて、透過率の減少を防ぐことが可能
になる。第３保護膜１８０ｚは、データ線１７１と共通電圧線３０１との間に配設されて
、データ線１７１と共通電圧線３０１との間の寄生静電容量を低めて、データ線１７１の
信号遅延を低減することができる。
【００７６】
　前述した図１、図２及び図３Ａに示す実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる特徴は、
本実施形態に係る液晶表示装置にも、いずれも適用可能である。この他に、前述した実施
形態の種々の構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態にも、
適用可能である。
【００７７】
　以下、図１、図１０及び図１１に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置
について説明する。図１０及び図１１は、それぞれ図１の液晶表示装置をII－II線及びII
I－III線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置の断面図である。
【００７８】
　図１、図１０及び図１１に示す実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図１、図２及
び図３Ａに示す実施形態に係る液晶表示装置と、ほとんど同様である。このため、類似す
る部分についての説明は、省略する。
【００７９】
　本実施形態に係る液晶表示装置では、前述した図１、図２及び図３に示す実施形態に係
る液晶表示装置とは異なり、データ線１７１を中心として隣り合う二つの画素に対応して
夫々配設されているカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２０３Ｃが、互いに重なり合わ
ず、隣り合う二つのカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２０３Ｃの間に、遮光部材２２
０が配設されている。また、共通電圧線３０１のうちデータ線１７１に対応する位置に配
設されている第２部分の幅は、データ線１７１の幅にほとんど等しくてもよい。
【００８０】
　図１、図２及び図３Ａに基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる特徴
は、本実施形態に係る液晶表示装置にも、適用可能である。この他に、前述した種々の実
施形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態にも
、適用可能である。
【００８１】
　以下、図１、図１２及び図１３に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置
について説明する。図１２及び図１３は、それぞれ図１の液晶表示装置をII－II線及びII
I－III線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置の断面図である。
【００８２】
　図１、図１２及び図１３に示す実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図１、図２及
び図３Ａに示す実施形態に係る液晶表示装置とほとんど同様である。このため、類似する
部分についての説明を省略する。
【００８３】
　本実施形態に係る液晶表示装置では、前述した図１、図２及び図３Ａに示す実施形態に
係る液晶表示装置とは異なり、データ線１７１を中心として隣り合う二つの画素に対応し
て夫々配設されているカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２０３Ｃが、互いに重なり合
わず、隣り合う二つのカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２０３Ｃの間に、遮光部材２
２０が配設されている。また、共通電圧線３０１のうちデータ線１７１に対応する位置に
配設されている第２部分の幅は、データ線１７１の幅にほとんど等しくてもよい。また、
本実施形態に係る液晶表示装置は、カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２０３Ｃ及び遮
光部材２２０と共通電極１３１との間に設けられた第３保護膜１８０ｚを、さらに備える
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。第３保護膜１８０ｚは有機物質から形成されてもよく、表面が平らであってもよい。第
３保護膜１８０ｚは、データ線１７１と共通電圧線３０１との間に配設されて、データ線
１７１と共通電圧線３０１との間の寄生静電容量を低めてデータ線１７１の信号遅延を低
減することができる。第３保護膜１８０ｚは、隣り合う画素の間に配設されている遮光部
材２２０による段差を減少して配向膜１１が一定にラビングされることの一助となる。し
かしながら、第３保護膜１８０ｚは無機絶縁膜であってもよく、この場合、カラーフィル
タの成分が外部に露出されることを防ぐことができ、このとき、第３保護膜１８０ｚは、
ゲート絶縁膜１４０よりも低い温度で成膜されて、その下に配設されているカラーフィル
タ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃの変形や変色を防ぐことができる。さらに、第３保護膜
１８０ｚは、その下に配設されるカラーフィルタと有機絶縁膜との間の屈折率差による透
過率の損失を、低減することができる。
【００８４】
　図１、図２及び図３Ａに基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる特徴
は、本実施形態に係る液晶表示装置にも、適用可能である。この他に、前述した種々の実
施形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態にも
、適用可能である。
【００８５】
　以下、図１、図１４及び図１５に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置
について説明する。図１４及び図１５は、それぞれ図１の液晶表示装置をII－II線及びII
I－III線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置の断面図である。
【００８６】
　図１、図１４及び図１５に示す実施形態に係る液晶表示装置の構成は、前述した図１、
図２及び図３Ａに示す実施形態に係る液晶表示装置の構成と、ほとんど同様である。この
ため、類似する部分についての説明を省略する。
【００８７】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図１、図２及び図３Ａに示す実施形態に係
る液晶表示装置とは異なり、上表示板２００に配設されている遮光部材２２０をさらに備
える。遮光部材２２０は、共通電圧線３０１の側面に通過する光を遮断することができる
。
【００８８】
　遮光部材２２０がない場合、共通電圧線３０１から外光が反射することがあり、このよ
うに反射される光を遮断するために、遮光部材２２０の幅は共通電圧線３０１の幅よりも
広い必要がある。ここで、上表示板２００と下表示板１００との組み合わせに際して、誤
整列を考慮して、共通電圧線３０１の幅よりも広い幅を有するように形成する必要がある
が、例えば、誤整列の範囲が約－２μｍ～＋２μｍである場合、遮光部材２２０の幅は共
通電圧線３０１の幅よりも約４μｍほど広い幅を有するように形成しなければならない。
しかしながら、もし、上表示板２００と下表示板１００との組み合わせに際して、誤整列
の範囲が変化する場合、それにより遮光部材２２０の幅と共通電圧線３０１の幅との間の
差は変化する。
【００８９】
　具体的に、本実施形態に係る液晶表示装置において、遮光部材２２０の幅はデータ線１
７１の幅よりも広く、データ線１７１の幅は共通電圧線３０１の幅に等しいかそれよりも
広くてもよい。
【００９０】
　本発明の実施形態に係る液晶表示装置の場合、カラーフィルタ２３０が下表示板１００
に配設されるため、カラーフィルタ２３０が上表示板２００に配設される場合に比べて、
誤整列の誤差範囲をあまり考慮しなくてもよい。このため、本実施形態に係る液晶表示装
置の遮光部材２２０の線幅は、カラーフィルタ２３０が上表示板２００に配設される場合
に比べて狭くてもよい。本実施形態に係る液晶表示装置の場合、下表示板１００に配設さ
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れている共通電圧線３０１が遮光部材の役割を果たすため、共通電圧線３０１がない場合
に比べて、遮光部材２２０の幅を狭めることができる。
【００９１】
　本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の場合、共通電圧線３０１を電気伝導性の
高い導電性有機物から形成してもよく、この場合、光の反射を防止することができるので
、上表示板２００の遮光部材２２０を形成しなくても、共通電圧線３０１の側面にて反射
される光を、遮断することができる。このため、液晶表示装置の開口率は一層増加する。
【００９２】
　図１、図２及び図３Ａに基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる特徴
は、本実施形態に係る液晶表示装置にも、適用可能である。この他に、前述した種々の実
施形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態にも
、適用可能である。
【００９３】
　以下、図１、図１６及び図１７に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置
について説明する。図１６及び図１７は、それぞれ図１の液晶表示装置をII－II線及びII
I－III線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置の断面図である。
【００９４】
　図１、図１６及び図１７に示す実施形態に係る液晶表示装置の構成は、前述した図１、
図２及び図３Ａに示す実施形態に係る液晶表示装置の構成と、ほとんど同様である。この
ため、類似する部分についての説明は省略する。
【００９５】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図１、図２及び図３に示す実施形態に係る
液晶表示装置とは異なり、上表示板２００に配設されているカラーフィルタ２３０を備え
、下表示板１００にはカラーフィルタが配設されていない。具体的に、上表示板２００は
、絶縁基板２１０と、絶縁基板２１０の上に形成されている遮光部材２２０及びカラーフ
ィルタ２３０を備える。遮光部材２２０及びカラーフィルタ２３０の上にはオーバーコー
ト２５０がさらに形成されていてもよい。
【００９６】
　下表示板１００の場合、第１保護膜１８０ｘと共通電極１３１との間に有機膜１８０が
配設される。有機膜１８０の表面は平らである。このとき、第１保護膜１８０ｘは省略さ
れてもよい。
【００９７】
　遮光部材２２０は、共通電圧線３０１の側面に通過する光を遮断することができる。
【００９８】
　遮光部材２２０がない場合、共通電圧線３０１から外光が反射することがあり、このよ
うに反射される光を遮断するために、遮光部材２２０の幅は共通電圧線３０１の幅よりも
広い必要がある。ここで、上表示板２００と下表示板１００との組み合わせに際しての誤
整列を考慮して、遮光部材２２０は、共通電圧線３０１の幅よりも広い幅を有するように
形成される必要があるが、例えば、誤整列の範囲が約－２μｍ～＋２μｍである場合、遮
光部材２２０は、共通電圧線３０１の幅よりも約４μｍほど広い幅を有するように形成し
なければならない。しかしながら、もし、上表示板２００と下表示板１００との組み合わ
せに際して誤整列の範囲が変化する場合、それにより、遮光部材２２０の幅と共通電圧線
３０１の幅との差は変化する。
【００９９】
　本実施形態に係る液晶表示装置において、遮光部材２２０の幅はデータ線１７１の幅よ
りも広く、データ線１７１の幅は共通電圧線３０１の幅に等しいかそれよりも広くてもよ
い。
【０１００】
　図１、図２及び図３に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる特徴は
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、本実施形態に係る液晶表示装置にも、適用可能である。この他に、前述した種々の実施
形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態にも、
適用可能である。
【０１０１】
　以下、図１８及び図１９に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置につい
て説明する。図１８及び図１９は、それぞれ図１の液晶表示装置をII－II線及びIII－III
線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の断
面図である。
【０１０２】
　図１、図１８及び図１９に示す実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図１、図２及
び図３Ａに示す実施形態に係る液晶表示装置とほとんど同様である。このため、類似する
部分についての説明は省略する。
【０１０３】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図１、図２及び図３Ａに示す実施形態に係
る液晶表示装置とは異なり、共通電圧線３０１は共通電極１３１の下に配設されて共通電
極１３１と直接的に接触する。
【０１０４】
　図１乃至図１７に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置の場合にも、共通電圧
線３０１は共通電極１３１の下に配設されてもよい。
【０１０５】
　図１、図２及び図３に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる特徴は
、本実施形態に係る液晶表示装置に適用可能である。この他に、前述した種々の実施形態
の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態にも適用可
能である。
【０１０６】
　以下、図２０、図２１及び図２２に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置について説明する。図２０は、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の配置図で
あり、図２１及び図２２は、それぞれ図２０の液晶表示装置をＸＸＩ－ＸＸＩ線及びＸＸ
II－ＸＸII線に沿って切り取った断面図である。
【０１０７】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、相対向する下表示板１００と、上表示板２００及び
これら二枚の表示板１００、２００の間に位置する液晶層３を備える。
【０１０８】
　まず、下表示板１００について説明する。絶縁基板１１０の上に複数のゲート電極１２
４を備える複数のゲート線１２１が形成されており、ゲート線１２１の上にはゲート絶縁
膜１４０が形成されている。ゲート絶縁膜１４０の上には複数の突出部１５４を有する複
数の半導体１５１が形成されており、半導体１５１、１５４の上には複数の抵抗性接触部
材１６１、１６３、１６５が形成されている。抵抗性接触部材１６１、１６３、１６５の
上には複数のデータ線１７１と複数のドレイン電極１７５を備えるデータ導電体が形成さ
れている。データ線１７１は周期的に折れており、ゲート線１２１の延長方向とは斜角を
なす。データ線１７１がゲート線１２１の延長方向となす斜角は４５°以上であってもよ
い。しかしながら、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の場合、データ線１７１
は一直線状に伸びていてもよい。
【０１０９】
　データ導電体１７１、１７５及び露出された半導体突出部１５４の上には第１保護膜１
８０ｘが位置し、第１保護膜１８０ｘは有機絶縁物質または無機絶縁物質などから形成さ
れてもよい。
【０１１０】
　第１保護膜１８０ｘの上には、複数のカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃが
形成されている。各カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃは、基本色のうちの一
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つを固有に表示することができ、基本色としては、赤色、緑色、青色など三原色または黄
色、青緑色、紫紅色などが挙げられる。図示はしないが、カラーフィルタは、基本色に加
えて、基本色の混合色または白色を表示するカラーフィルタをさらに備えていてもよい。
カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃは、有機物質からなる。各カラーフィルタ
２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃは、データ線１７１に沿って長く伸びていてもよく、デー
タ線１７１を境界として隣り合う二つのカラーフィルタ２３０Ａ及び２３０Ｂ、２３０Ｂ
及び２３０Ｃが、互いに重なり合っていてもよい。
【０１１１】
　カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃの上には、複数の共通電極１３１が形成
されている。共通電極１３１は、ＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明な導電物質から製作され
てもよい。共通電極１３１は、ドレイン電極１７５の周りに対応する領域に配設されてい
る開口部１３８を有していてもよい。隣り合う画素に配設されている共通電極１３１は、
互いに接続されている。共通電極１３１は、各画素領域に配設されている複数の枝電極１
３３を備える。各枝電極１３３は、互いに実質的に平行であり、データ線１７１に沿って
折れていてもよい。しかしながら、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の場合、
データ線１７１と共通電極１３１の枝電極１３３とは、一直線状に伸びていてもよい。
【０１１２】
　共通電極１３１の上には、共通電圧線３０１が配設されて共通電極１３１と、直接的に
接触する。共通電圧線３０１は、ゲート線１２１と平行な第１部分と、データ線１７１と
平行な第２部分と、を備え、第１部分と第２部分は、互いに接続されている。しかしなが
ら、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合、第１部分と第２部分のうちの少な
くとも一方が省略されてもよい。
【０１１３】
　共通電圧線３０１は、共通電極１３１とは異なり、不透明であり、且つ、導電性の高い
金属から製作されていてもよい。また、共通電圧線３０１のうちデータ線１７１の上に配
設されている第２部分は、データ線１７１に等しいかそれよりも広い幅を有していてもよ
く、この場合、当該第２部分は、データ線１７１を中心として隣り合う両画素間の光漏れ
を防ぐ役割を果たす。このため、データ線１７１を中心として隣り合う両画素の間に遮光
部材を設けなくてもよい。
【０１１４】
　共通電極１３１と共通電圧線３０１は、一枚のマスクを用いて一回の写真工程により同
時に形成することができる。具体的に、共通電極１３１をなす透明な第１導電層と、共通
電圧線３０１をなす不透明な第２導電層とをこの順に積層した後、位置に応じて厚さが異
なる第１感光膜パターンを形成する。第１感光膜をエッチングマスクとして第２導電層及
び第１導電層をエッチングした後、第１感光膜の厚さを低減するとともに、薄肉部の感光
膜を除去して第２感光膜パターンを形成する。第２感光膜パターンをエッチングマスクと
して第２導電層をエッチングして共通電極１３１と共通電圧線３０１を一回の写真工程に
より形成することができる。
【０１１５】
　共通電極１３１及び共通電圧線３０１の上には、第２保護膜１８０ｙが配設されている
。第２保護膜１８０ｙは有機絶縁物質または無機絶縁物質などから形成されてもよい。
【０１１６】
　第２保護膜１８０ｙの上には、画素電極１９１が形成されている。画素電極１９１は、
ゲート線１２１及びデータ線１７１により囲まれた領域をほとんど充填する面状であって
もよい。画素電極１９１は、大まかにゲート線１２１及びデータ線１７１にほとんど平行
な辺を有する多角形であってもよい。画素電極１９１は、ＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明
な導電物質から製作されてもよい。
【０１１７】
　第１保護膜１８０ｘ、カラーフィルタ２３０Ａ及び第２保護膜１８０ｙには、ドレイン
電極１７５の一部を露出する複数のコンタクト孔１８３が形成されており、画素電極１９
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１は、コンタクト孔１８３を介してドレイン電極１７５と電気的に接続されてデータ電圧
を受け取る。
【０１１８】
　コンタクト孔１８３は、共通電極１３１に形成されている開口部１３８に対応する位置
に形成されている。
【０１１９】
　データ電圧を印加された画素電極１９１は、共通電圧を印加された共通電極１３１と共
に液晶層３に電場を生成する。
【０１２０】
　共通電極１３１の枝電極１３３は、画素電極１９１と重なり合う。
【０１２１】
　本実施形態に係る液晶表示装置の場合、共通電極１３１は複数のデータ線１７１を一気
に覆い、データ線１７１と重なり合っている。このため、データ線１７１と画素電極１９
１との間のクロストークを減らし、データ線１７１と隣り合う画素電極１９１間の寄生静
電容量による光漏れを低減することができる。
【０１２２】
　下表示板１００の内側面には、第１配向膜１１が塗布されている。
【０１２３】
　以下、上表示板２００について説明する。
【０１２４】
　絶縁基板２１０の上に第２配向膜２１が塗布されている。
【０１２５】
　第１配向膜１１及び第２配向膜２１は、水平配向膜であってもよい。
【０１２６】
　下表示板１００と上表示板２００との間に挟み込まれている液晶層３は、液晶分子を含
み、液晶分子は電場がない状態でその長軸が二枚の表示板１００、２００の表面に対して
水平をなすように、配向されていてもよい。
【０１２７】
　下表示板１００の基板１１０の外側には、光を生成して二枚の表示板１００、２００に
光を提供するバックライト部（図示せず）を、さらに設けてもよい。
【０１２８】
　データ電圧の印加された画素電極１９１は、共通電圧を印加された共通電極１３１と共
に液晶層３に電場を生成することにより、液晶層３の液晶分子の方向を決定して当該映像
を表示する。
【０１２９】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、共通電極１３１の真上に配設され且つゲート線１２
１またはデータ線１７１に沿って伸びている共通電圧線３０１を、備える。このため、本
実施形態に係る液晶表示装置では、共通電極１３１に印加される共通電圧の信号遅延を防
ぐとともに共通電極１３１と共通電圧線３０１とを繋ぐためのコンタクト孔が、不要であ
り、共通電圧線３０１が不透明な信号線１２１、１７１と重なり合うように形成されるこ
とにより、液晶表示装置の開口率が増加する。
【０１３０】
　また、本実施形態に係る液晶表示装置は、データ線１７１を覆う共通電極１３１を備え
、共通電極１３１によってデータ線１７１と画素電極１９１との間のクロストークを減ら
し、データ線１７１と隣り合う画素電極１９１間の寄生静電容量による光漏れを低減する
ことができる。さらに、本実施形態に係る液晶表示装置は、データ線１７１に等しいかそ
れよりも広い幅を有する共通電圧線３０１を備えることにより、データ線１７１を中心と
して隣り合う両画素間の光漏れを防ぐことができる。そのため、さらなる遮光部材を省略
することができて、液晶表示装置の開口率が増加し、製造コストが削減される。
【０１３１】
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　図１、図２及び図３Ａに基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる特徴
は、本実施形態に係る液晶表示装置にも、適用可能である。この他に、前述した種々の実
施形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態にも
適用可能である。
【０１３２】
　以下、図２０、図２３及び図２４に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置について説明する。図２３及び図２４は、それぞれ図２０の液晶表示装置をＸＸＩ－Ｘ
ＸＩ線及びＸＸII－ＸＸII線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の一実施形
態に係る液晶表示装置の断面図である。
【０１３３】
　図２０、図２３及び図２４に示す実施形態に係る液晶表示装置の構成は、前述した図２
０、図２１及び図２２に示す実施形態に係る液晶表示装置の構成と、ほとんど同様である
。このため、類似する部分についての説明は省略する。
【０１３４】
　本実施形態に係る液晶表示装置では、前述した図２０、図２１及び図２２に示す実施形
態に係る液晶表示装置とは異なり、カラーフィルタ２３０は上表示板２００に配設される
。具体的に、上表示板２００は、絶縁基板２１０と、絶縁基板２１０の上に形成されてい
る遮光部材２２０及びカラーフィルタ２３０とを、備える。遮光部材２２０及びカラーフ
ィルタ２３０の上には、オーバーコート２５０がさらに形成されていてもよい。
【０１３５】
　下表示板１００の場合、第１保護膜１８０ｘと共通電極１３１との間に、有機膜１８０
が配設される。有機膜１８０の表面は平らである。このとき、第１保護膜１８０ｘは省略
されてもよい。
【０１３６】
　遮光部材２２０がない場合、共通電圧線３０１から外光が反射することがあり、このよ
うに反射される光を遮断するために、遮光部材２２０の幅は共通電圧線３０１の幅よりも
広い必要がある。ここで、上表示板２００と下表示板１００との組み合わせに際しての誤
整列を考慮して、遮光部材２２０は、共通電圧線３０１の幅よりも広い幅を有するように
形成される必要があるが、例えば、誤整列の範囲が約－２μｍ～＋２μｍである場合、遮
光部材２２０は、共通電圧線３０１の幅よりも約４μｍほど広い幅を有するように形成し
なければならない。しかしながら、もし、上表示板２００と下表示板１００との組み合わ
せに際して、誤整列の範囲が変化する場合、それにより、遮光部材２２０の幅と共通電圧
線３０１の幅との差は変化する。
【０１３７】
　本実施形態に係る液晶表示装置において、遮光部材２２０の幅はデータ線１７１の幅よ
りも広く、データ線１７１の幅は共通電圧線３０１の幅に等しいかそれよりも広くてもよ
い。
【０１３８】
　図１、図２及び図３Ａに基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる特徴
と、図２０、図２１及び図２２に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆ
る特徴とは、本実施形態に係る液晶表示装置にも、適用可能である。この他に、前述した
種々の実施形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施
形態にも適用可能である。
【０１３９】
　以下、図２５、図２６及び図２７に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置について説明する。図２５は、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の配置図で
あり、図２６及び図２７は、それぞれ図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－ＸＸＶＩ線及び
ＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図である。
【０１４０】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、相対向する下表示板１００と上表示板２００、及び
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これら二枚の表示板１００、２００の間に位置する液晶層３を、備える。
【０１４１】
　まず、下表示板１００について説明する。絶縁基板１１０の上に複数のゲート電極１２
４を備える複数のゲート線１２１が形成されており、ゲート線１２１の上にはゲート絶縁
膜１４０が形成されている。ゲート絶縁膜１４０の上には複数の突出部１５４を備える複
数の半導体１５１が形成されており、半導体１５１、１５４の上には複数の抵抗性接触部
材１６１、１６３、１６５が形成されている。抵抗性接触部材１６１、１６３、１６５の
上には複数のデータ線１７１と複数のドレイン電極１７５を備えるデータ導電体が形成さ
れている。データ線１７１は周期的に折れており、ゲート線１２１の延長方向と斜角をな
す。データ線１７１がゲート線１２１の延長方向となす斜角は４５°以上であってもよい
。しかしながら、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の場合、データ線１７１は
一直線状に伸びていてもよい。
【０１４２】
　データ導電体１７１、１７５及び露出された半導体突出部１５４の上には第１保護膜１
８０ｘが位置している。第１保護膜１８０ｘは有機絶縁物質または無機絶縁物質などから
形成されてもよい。
【０１４３】
　第１保護膜１８０ｘの上には複数のカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃが形
成されている。各カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃは、基本色のうちの一つ
を、固有に表示することができる。基本色としては、赤色、緑色、青色など三原色または
黄色、青緑色、紫紅色などが挙げられる。図示はしないが、カラーフィルタは、基本色に
加えて、基本色の混合色または白色を表示するカラーフィルタをさらに備えていてもよい
。カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃは有機物質からなる。各カラーフィルタ
２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃはデータ線１７１に沿って長く伸びていてもよく、データ
線１７１を境界として隣り合う二つのカラーフィルタ２３０Ａ及び２３０Ｂ、２３０Ｂ及
び２３０Ｃが互いに重なり合っていてもよい。
【０１４４】
　カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃの上には、複数の画素電極１９１が形成
されている。画素電極１９１は、ゲート線１２１及びデータ線１７１により囲まれた領域
をほとんど覆う面状のものであってもよい。画素電極１９１の形状は、ゲート線１２１及
びデータ線１７１と実質的に平行な辺を有する多角形であってもよい。画素電極１９１は
、ＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明な導電物質から製作されていてもよい。
【０１４５】
　第１保護膜１８０ｘ及びカラーフィルタ２３０Ａには、ドレイン電極１７５の一部を露
出する複数のコンタクト孔１８３が形成されており、画素電極１９１はコンタクト孔１８
３を介してドレイン電極１７５と電気的に接続されてデータ電圧を受け取る。
【０１４６】
　カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃ及び画素電極１９１の上には、第２保護
膜１８０ｙが形成されている。第２保護膜１８０ｙは、有機絶縁物または無機絶縁物を含
んでいてもよい。
【０１４７】
　第２保護膜１８０ｙの上には、共通電極１３１が形成されている。共通電極１３１は、
ＩＴＯまたはＩＺＯなどの透明な導電物質から作製されていてもよい。隣り合う画素に配
設されている共通電極１３１は互いに接続されている。共通電極１３１は、各画素領域に
配設されている複数の枝電極１３３を備える。各枝電極１３３は互いに実質的に平行であ
り、データ線１７１に沿って折れていてもよい。しかしながら、本発明の他の一実施形態
に係る液晶表示装置の場合、データ線１７１と共通電極１３１の枝電極１３３とは、一直
線状に伸びていてもよい。
【０１４８】
　共通電極１３１の枝電極１３３は、画素電極１９１と重なり合う。
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【０１４９】
　共通電極１３１の上には、共通電圧線３０１が配設されている。この共通電圧線３０１
は、共通電極１３１と直接的に接触する。共通電圧線３０１は、ゲート線１２１と平行な
第１部分と、データ線１７１と平行な第２部分と、を備え、第１部分と第２部分とは互い
に接続されている。しかしながら、本発明の他の実施形態に係る液晶表示装置の場合、第
１部分と第２部分のうちの少なくとも一方が省略されてもよい。
【０１５０】
　共通電圧線３０１は、共通電極１３１とは異なり、不透明であり、且つ、導電性の高い
金属から形成されてもよい。また、共通電圧線３０１のうちデータ線１７１の上に配設さ
れている第２部分は、データ線１７１に等しいかそれよりも広い幅を有していてもよく、
この場合、当該第２部分は、データ線１７１を中心として隣り合う両画素間の光漏れを防
ぐ役割を果たす。このため、データ線１７１を中心として隣り合う両画素間に遮光部材を
設けなくてもよい。
【０１５１】
　共通電極１３１と共通電圧線３０１は、一枚のマスクを用いて一回の写真工程により同
時に形成され得る。具体的に、共通電極１３１をなす透明な第１導電層と、共通電圧線３
０１をなす不透明な第２導電層とをこの順に積層した後、位置に応じて厚さが異なる第１
感光膜パターンを形成する。第１感光膜をエッチングマスクとして第２導電層と第１導電
層をエッチングした後、第１感光膜の厚さを減らすとともに、薄肉部の感光膜を除去して
第２感光膜パターンを形成する。第２感光膜パターンをエッチングマスクとして第２導電
層をエッチングして、共通電極１３１と共通電圧線３０１を一つの写真工程により形成す
ることができる。
【０１５２】
　データ電圧を印加された画素電極１９１は、共通電圧を印加された共通電極１３１と共
に液晶層３に電場を生成する。
【０１５３】
　本実施形態に係る液晶表示装置の場合、共通電極１３１は、複数のデータ線１７１を一
緒に覆い、これら複数のデータ線１７１と重なり合っている。このため、データ線１７１
と画素電極１９１との間のクロストークを減らし、データ線１７１と隣り合う画素電極１
９１間の寄生静電容量による光漏れを低減することができる。
【０１５４】
　下表示板１００の内側面には、第１配向膜１１が塗布されている。
【０１５５】
　以下、上表示板２００について説明する。
【０１５６】
　絶縁基板２１０の上には、第２配向膜２１が塗布されている。
【０１５７】
　第１配向膜１１及び第２配向膜２１は、水平配向膜であってもよい。
【０１５８】
　下表示板１００と上表示板２００との間に挟み込まれている液晶層３は液晶分子を含み
、液晶分子は、電場がない状態でその長軸が二枚の表示板１００、２００の表面に対して
水平をなすように、配向されていてもよい。
【０１５９】
　下表示板１００の基板１１０の外側には、光を生成して二枚の表示板１００、２００に
光を提供するバックライト部（図示せず）が、さらに設けられてもよい。
【０１６０】
　データ電圧の印加された画素電極１９１は、共通電圧を印加された共通電極１３１と共
に液晶層３に電場を生成することにより、液晶層３の液晶分子の方向を決定して当該映像
を表示する。
【０１６１】
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　本実施形態に係る液晶表示装置は、共通電極１３１の真上に配設されており、ゲート線
１２１またはデータ線１７１に沿って伸びている共通電圧線３０１を備える。このため、
共通電極１３１に印加される共通電圧の信号遅延を防ぐとともに共通電極１３１と共通電
圧線３０１とを繋ぐためのコンタクト孔が、不要である。そして、共通電圧線３０１が不
透明な信号線１２１、１７１と重なり合うように形成されることにより、液晶表示装置の
開口率が増加する。
【０１６２】
　また、本実施形態に係る液晶表示装置は、データ線１７１を覆う共通電極１３１を備え
、共通電極１３１によってデータ線１７１と画素電極１９１との間のクロストークを減ら
し、データ線１７１と隣り合う画素電極１９１間の寄生静電容量による光漏れを低減する
ことができる。さらに、本実施形態に係る液晶表示装置は、データ線１７１よりも幅が広
い共通電圧線３０１を備えることにより、データ線１７１を中心として隣り合う両画素間
の光漏れを防ぐことができて、さらなる遮光部材を省略することができ、液晶表示装置の
開口率が増加し、製造コストが削減される。
【０１６３】
　以下、図２５、図２８及び図２９に基づいて、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示
装置について説明する。図２８及び図２９は、それぞれ図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ
－ＸＸＶＩ線及びＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他
の一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【０１６４】
　図２５、図２８及び図２９に示す実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図２５、図
２６及び図２７に示す実施形態に係る液晶表示装置とほとんど同様である。このため、類
似する部分についての説明は省略する。
【０１６５】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図２５、図２６及び図２７に示す実施形態
に係る液晶表示装置とは異なり、カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃと画素電
極１９１との間に設けられた第３保護膜１８０ｚをさらに備える。第３保護膜１８０ｚは
データ線１７１と共通電圧線３０１との間に配設されてデータ線１７１と共通電圧線３０
１との間の寄生静電容量を低めてデータ線１７１の信号遅延を低減することができる。第
３保護膜１８０ｚは有機物質から形成されてもよく、表面が平らであってもよい。第３保
護膜１８０ｚは、隣り合う画素に配設されているカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２
３０Ｃの重合による段差を減少して配向膜１１が一定にラビングされることの一助となる
。しかしながら、第３保護膜１８０ｚは無機絶縁膜であってもよく、カラーフィルタの成
分が外部に露出されることを防ぐことができ、このとき、第３保護膜１８０ｚはゲート絶
縁膜１４０よりも低い温度で成膜して下に配設されているカラーフィルタ２３０Ａ、２３
０Ｂ、２３０Ｃの変形や変色を防ぐことができる。なお、第３保護膜１８０ｚは、その下
に配設されるカラーフィルタと有機絶縁膜との間の屈折率差による透過率の損失を、低減
することができる。
【０１６６】
　前述した図２５、図２６及び図２７に示す実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる特徴
は、本実施形態に係る液晶表示装置にいずれも、適用可能である。この他に、前述した種
々の実施形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形
態にも、適用可能である。
【０１６７】
　以下、図２５、図３０及び図３１に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置について説明する。図３０及び図３１は、それぞれ図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－
ＸＸＶＩ線及びＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の
一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【０１６８】
　図２５、図３０及び図３１に示す実施形態に係る液晶表示装置の構成は、前述した図２
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５、図２６及び図２７に示す実施形態に係る液晶表示装置の構成と、ほとんど同様である
。このため、類似する部分についての説明は省略する。
【０１６９】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図２５、図２６及び図２７に示す実施形態
に係る液晶表示装置とは異なり、カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃと画素電
極１９１との間に設けられた第３保護膜１８０ｚをさらに備え、第３保護膜１８０ｚは下
膜１８０ｚｐと上膜１８０ｚｑを備える。第３保護膜１８０ｚの下膜１８０ｚｐは無機絶
縁膜であってもよく、カラーフィルタの成分が外部に露出されることを防ぐ。第３保護膜
１８０ｚの上膜１８０ｚｑは有機物質から形成されてもよく、表面が平らであってもよい
。第３保護膜１８０ｚの下膜１８０ｚｐはゲート絶縁膜１４０よりも低い温度で成膜して
下に配設されているカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃの変形や変色を防ぐこ
とができ、その下に配設されるカラーフィルタと有機絶縁膜との間の屈折率差による透過
率の損失を低減することができる。第３保護膜１８０ｚの上膜１８０ｚｑは有機絶縁膜で
あってもよく、隣り合う画素に配設されているカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３
０Ｃの重合による段差を減少して配向膜１１が一定にラビングされることの一助となる。
第３保護膜１８０ｚはデータ線１７１と共通電圧線３０１との間に配設されてデータ線１
７１と共通電圧線３０１との間の寄生静電容量を低めてデータ線１７１の信号遅延を低減
することができる。
【０１７０】
　本実施形態に係る液晶表示装置において、第３保護膜１８０ｚの下膜１８０ｚｐが無機
絶縁膜であり、上膜１８０ｚｑが有機絶縁膜であると説明したが、本発明の他の実施形態
に係る液晶表示装置において、第３保護膜１８０ｚの下膜１８０ｚｐが有機絶縁膜であり
、上膜１８０ｚｑが無機絶縁膜であってもよい。
【０１７１】
　図２５、図２６及び図２７に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる
特徴は、本実施形態に係る液晶表示装置にも、適用可能である。この他に、前述した種々
の実施形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態
にも、適用可能である。
【０１７２】
　以下、図２５、図３２及び図３３に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置について説明する。図３２及び図３３は、それぞれ図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－
ＸＸＶＩ線及びＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の
一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【０１７３】
　図２５、図３２及び図３３に示す実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図２５、図
２６及び図２７に示す実施形態に係る液晶表示装置とほとんど同様である。このため、類
似する部分についての説明は省略する。
【０１７４】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図２５、図２６及び図２７に示す実施形態
に係る液晶表示装置とは異なり、カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃと画素電
極１９１との間に設けられた第３保護膜１８０ｚをさらに備えるが、第３保護膜１８０ｚ
は、共通電圧線３０１が配設される部分に対応する部分にのみ配設される。第３保護膜１
８０ｚは有機物質または無機物質から形成されてもよく、表面が平らであってもよい。こ
のように、第３保護膜１８０ｚは、共通電圧線３０１が配設される部分に対応する部分に
のみ配設され、映像を表示する表示領域（例えば、画素電極１９１が形成された領域）に
は、第３保護膜１８０ｚが形成されない。これにより、有機物質を含む第３保護膜１８０
ｚによるバックライトの光の吸収を低減することができて、透過率の減少を防ぐことがで
きる。第３保護膜１８０ｚは、データ線１７１と共通電圧線３０１との間に配設されて、
データ線１７１と共通電圧線３０１との間の寄生静電容量を低めてデータ線１７１の信号
遅延を低減することができる。
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【０１７５】
　図２５、図２６及び図２７に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる
特徴は、本実施形態に係る液晶表示装置に適用可能である。この他に、前述した種々の実
施形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態にも
適用可能である。
【０１７６】
　以下、図２５、図３４及び図３５に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置について説明する。図３４及び図３５は、それぞれ図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－
ＸＸＶＩ線及びＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の
一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【０１７７】
　図２５、図３４及び図３５に示す実施形態に係る液晶表示装置の構成は、前述した図２
５、図２６及び図２７に示す実施形態に係る液晶表示装置の構成と、ほとんど同様である
。このため、類似する部分についての説明は省略する。
【０１７８】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図２５、図２６及び図２７に示す実施形態
に係る液晶表示装置とは異なり、データ線１７１を中心として隣り合う二つの画素に配設
されているカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２０３Ｃが互いに重なり合っておらず、
隣り合う二つのカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２０３Ｃの間に遮光部材２２０が配
設されている。なお、共通電圧線３０１のうちデータ線１７１に対応する位置に配設され
ている第２部分の幅は、データ線１７１の幅にほとんど等しくてもよい。
【０１７９】
　図２５、図２６及び図２７に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる
特徴は、本実施形態に係る液晶表示装置にも、適用可能である。この他に、前述した種々
の実施形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態
にも、適用可能である。
【０１８０】
　以下、図２５、図３６及び図３７に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置について説明する。図３６及び図３７は、それぞれ図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－
ＸＸＶＩ線及びＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の
一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【０１８１】
　図２５、図３６及び図３７に示す実施形態に係る液晶表示装置の構成は、前述した図２
５、図２６及び図２７に示す実施形態に係る液晶表示装置の構成と、ほとんど同様である
。このため、類似する部分についての説明は省略する。
【０１８２】
　本実施形態に係る液晶表示装置では、前述した図２５、図２６及び図２７に示す実施形
態に係る液晶表示装置とは異なり、データ線１７１を中心として隣り合う二つの画素に夫
々対応して配設されているカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２０３Ｃが互いに重なり
合っておらず、隣り合う二つのカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２０３Ｃの間に、遮
光部材２２０が配設されている。また、共通電圧線３０１のうちデータ線１７１に対応す
る位置に配設されている第２部分の幅は、データ線１７１の幅と略等しくてもよい。さら
に、本実施形態に係る液晶表示装置は、カラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２０３Ｃ、
及び、遮光部材２２０と画素電極１９１との間に設けられた第３保護膜１８０ｚを、さら
に備える。第３保護膜１８０ｚは、有機物質から形成されてもよく、その表面が平らであ
ってもよい。第３保護膜１８０ｚは、データ線１７１と共通電圧線３０１との間に配設さ
れて、データ線１７１と共通電圧線３０１との間の寄生静電容量を低めてデータ線１７１
の信号遅延を低減することができる。第３保護膜１８０ｚは、隣り合う画素の間に配設さ
れている遮光部材２２０による段差を減少して配向膜１１が一定にラビングされることの
一助となる。しかしながら、第３保護膜１８０ｚは、無機絶縁膜であってもよく、この場
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合、カラーフィルタの成分が外部に露出されることを防ぐことができる。このとき、第３
保護膜１８０ｚは、ゲート絶縁膜１４０よりも低い温度で成膜され、その下に配設されて
いるカラーフィルタ２３０Ａ、２３０Ｂ、２３０Ｃの変形や変色を、防ぐことができる。
また、第３保護膜１８０ｚは、その下に配設されるカラーフィルタと有機絶縁膜との間の
屈折率差による透過率の損失を、低減することができる。
【０１８３】
　図２５、図２６及び図２７に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる
特徴は、本実施形態に係る液晶表示装置に適用可能である。この他に、前述した種々の実
施形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態にも
適用可能である。
【０１８４】
　以下、図２５、図３８及び図３９に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置について説明する。図３８及び図３９は、それぞれ図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－
ＸＸＶＩ線及びＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の
一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【０１８５】
　図２５、図３８及び図３９に示す実施形態に係る液晶表示装置の構成は、前述した図２
５、図２６及び図２７に示す実施形態に係る液晶表示装置の構成と、ほとんど同様である
。このため、類似する部分についての説明は省略する。
【０１８６】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図２５、図２６及び図２７に示す実施形態
に係る液晶表示装置とは異なり、上表示板２００に配設されている遮光部材２２０をさら
に備える。遮光部材２２０は、共通電圧線３０１の側面に通過する光を遮断することがで
きる。
【０１８７】
　遮光部材２２０がない場合、共通電圧線３０１によって外光が反射されることがあり、
このように反射される光を遮断するために、遮光部材２２０の幅は共通電圧線３０１の幅
よりも広い必要がある。ここで、上表示板２００と下表示板１００との組み合わせに際し
ての誤整列を考慮して、遮光部材２２０は、共通電圧線３０１の幅よりも広い幅を有する
ように形成する必要があるが、例えば、誤整列の範囲が約－２μｍ～＋２μｍである場合
、遮光部材２２０は、共通電圧線３０１の幅よりも約４μｍほど広い幅を有するように形
成されなければならない。しかしながら、もし、上表示板２００と下表示板１００との組
み合わせに際して、誤整列の範囲が変化する場合、それにより遮光部材２２０の幅と共通
電圧線３０１の幅との差は変化する。
【０１８８】
　本実施形態に係る液晶表示装置において、遮光部材２２０の幅はデータ線１７１の幅よ
りも広くてもよく、データ線１７１の幅は共通電圧線３０１の幅に等しいかそれよりも広
くてもよい。
【０１８９】
　本発明の実施形態に係る液晶表示装置の場合、カラーフィルタ２３０が下表示板１００
に配設されるため、カラーフィルタ２３０が上表示板２００に配設される場合に比べて、
誤整列の誤差範囲をあまり考慮しなくてもよい。このため、本実施形態に係る液晶表示装
置の遮光部材２２０の線幅は、カラーフィルタ２３０が上表示板２００に配設される場合
に比べて狭くてもよい。本実施形態に係る液晶表示装置の場合、下表示板１００に配設さ
れている共通電圧線３０１が遮光部材の役割を果たすため、共通電圧線３０１がない場合
に比べて、遮光部材２２０の幅を狭めることができる。
【０１９０】
　本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装置の場合、共通電圧線３０１を電気伝導性の
高い導電性有機物から形成してもよく、この場合、光の反射を防ぐことができるので、上
表示板２００の遮光部材２２０が形成されなくても、共通電圧線３０１の側面によって反
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射される光を、遮断することができる。このため、液晶表示装置の開口率は一層増加する
。
【０１９１】
　図２５、図２６及び図２７に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる
特徴は、本実施形態に係る液晶表示装置に適用可能である。この他に、前述した種々の実
施形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態にも
適用可能である。
【０１９２】
　以下、図２５、図４０及び図４１に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置について説明する。図４０及び図４１は、それぞれ図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－
ＸＸＶＩ線及びＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の
一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【０１９３】
　図２５、図４０及び図４１に示す実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図２５、図
２６及び図２７に示す実施形態に係る液晶表示装置とほとんど同様である。このため、類
似する部分についての説明は省略する。
【０１９４】
　本実施形態に係る液晶表示装置では、前述した図２５、図２６及び図２７に示す実施形
態に係る液晶表示装置とは異なり、カラーフィルタ２３０は上表示板２００に配設される
。具体的に、上表示板２００は、絶縁基板２１０と、絶縁基板２１０の上に形成されてい
る遮光部材２２０及びカラーフィルタ２３０を備える。遮光部材２２０及びカラーフィル
タ２３０の上には、オーバーコート２５０が、さらに形成されていてもよい。
【０１９５】
　下表示板１００の場合、第１保護膜１８０ｘと画素電極１９１との間に有機膜１８０が
配設される。有機膜１８０の表面は平らである。このとき、第１保護膜１８０ｘは省略さ
れてもよい。
【０１９６】
　遮光部材２２０は、共通電圧線３０１の側面に通過する光を遮断することができる。
【０１９７】
　遮光部材２２０がない場合、共通電圧線３０１から外光が反射することがあり、このよ
うに反射される光を遮断するために、遮光部材２２０の幅は共通電圧線３０１の幅よりも
広い必要がある。ここで、上表示板２００と下表示板１００との組み合わせに際しての誤
整列を考慮して、遮光部材２２０は、共通電圧線３０１の幅よりも広い幅を有するように
形成される必要があるが、例えば、誤整列の範囲が約－２μｍ～＋２μｍである場合、遮
光部材２２０は、共通電圧線３０１の幅よりも約４μｍほど広い幅を有するように形成さ
れなければならない。しかしながら、もし、上表示板２００と下表示板１００との組み合
わせに際して、誤整列の範囲が変化する場合、それにより遮光部材２２０の幅と共通電圧
線３０１の幅との差は変化する。
【０１９８】
　本実施形態に係る液晶表示装置において、遮光部材２２０の幅はデータ線１７１の幅よ
りも広く、データ線１７１の幅は共通電圧線３０１の幅にほとんど等しいかそれよりも広
くてもよい。
【０１９９】
　図２５、図２６及び図２７に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる
特徴は、本実施形態に係る液晶表示装置にも、適用可能である。この他に、前述した種々
の実施形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態
にも、適用可能である。
【０２００】
　以下、図２５、図４２及び図４３に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置について説明する。図４２及び図４３は、それぞれ図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－
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ＸＸＶＩ線及びＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の
一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【０２０１】
　図２５、図４２及び図４３に示す実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図２５、図
２６及び図２７に示す実施形態に係る液晶表示装置とほとんど同様である。このため、類
似する部分についての説明は省略する。
【０２０２】
　本実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図２５、図２６及び図２７に示す実施形態
に係る液晶表示装置とは異なり、共通電圧線３０１は共通電極１３１の側壁を覆っている
。このように、共通電圧線３０１の幅を広く形成することにより、共通電極１３１の周り
で発生し得る液晶分子の不規則的な挙動による光漏れなどを防ぐことができる。
【０２０３】
　図２５、図２６及び図２７に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる
特徴は、本実施形態に係る液晶表示装置にも、適用可能である。この他に、前述した種々
の実施形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態
にも、適用可能である。
【０２０４】
　以下、図２５、図４４及び図４５に基づき、本発明の他の一実施形態に係る液晶表示装
置について説明する。図４４及び図４５は、それぞれ図２５の液晶表示装置をＸＸＶＩ－
ＸＸＶＩ線及びＸＸＶII－ＸＸＶII線に沿って切り取った断面図であって、本発明の他の
一実施形態に係る液晶表示装置の断面図である。
【０２０５】
　図２５、図４４及び図４５に示す実施形態に係る液晶表示装置は、前述した図２５、図
２６及び図２７に示す実施形態に係る液晶表示装置とほとんど同様である。このため、類
似する部分についての説明は省略する。
【０２０６】
　本実施形態に係る液晶表示装置では、前述した図２５、図２６及び図２７に示す実施形
態に係る液晶表示装置とは異なり、共通電圧線３０１は、共通電極１３１の下に配設され
て、共通電極１３１と直接的に接触する。
【０２０７】
　図２５乃至図４３に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置の場合にも、共通電
圧線３０１は、共通電極１３１の下に配設される。
【０２０８】
　図２５、図２６及び図２７に基づいて上述した実施形態に係る液晶表示装置のあらゆる
特徴は、本実施形態に係る液晶表示装置にも、適用可能である。この他に、前述した種々
の実施形態の色々な構成要素の特徴及び効果は、それと同じ構成要素を有する本実施形態
にも、適用可能である。
【０２０９】
　以下、図４６、図４７、図４８、図４９及び図５０に基づき、本発明の実施形態に係る
液晶表示装置の共通電圧線の配索について説明する。図４６、図４７、図４８、図４９及
び図５０は、それぞれ本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の信号線の配置図である。
【０２１０】
　まず、図４６を参照すると、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置のデータ線１７１
は、隣り合う二本のゲート線１２１の間において少なくとも一回折れていてもよく、共通
電圧線３０１は、ほとんどのゲート線１２１及びデータ線１７１と重なり合う位置に配設
されている。共通電圧線３０１は、ゲート線１２１及びデータ線１７１と実質的に同じ平
面形状を有し、ゲート線１２１及びデータ線１７１に沿って伸びている。
【０２１１】
　図４７を参照すると、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置のデータ線１７１は、隣
り合う二本のゲート線１２１の間において少なくとも一回折れていてもよく、共通電圧線
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３０１は、ゲート線１２１と重なり合う第１部分３０１ａと、データ線１７１と重なり合
う第２部分３０１ｂと、を有する。共通電圧線３０１の第１部分３０１ａは全てのゲート
線１２１と重なり合うが、第２部分３０１ｂは、隣設されている三本のデータ線１７１ご
とに一つずつ配設されている。このように、共通電圧線３０１の繋ぎ部分は隣設されてい
る複数の画素に一つずつ配設されていてもよい。
【０２１２】
　図４８を参照すると、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置のデータ線１７１は、隣
り合う二本のゲート線１２１の間において少なくとも一回折れていてもよく、共通電圧線
３０１は、ゲート線１２１と重なり合う第１部分３０１ａと、データ線１７１と重なり合
う第２部分３０１ｂと、を有する。共通電圧線３０１の第１部分３０１ａは、隣設されて
いる三本のゲート線１２１ごとに一つずつ配設されており、第２部分３０１ｂは、隣設さ
れている六本のデータ線１７１ごとに一つずつ配設されている。このように、共通電圧線
３０１の繋ぎ部分は、隣設されている複数の画素に一つずつ配設されていてもよい。
【０２１３】
　図４９を参照すると、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置のデータ線１７１は、隣
り合う二本のゲート線１２１の間において少なくとも一回折れていてもよく、共通電圧線
３０１は、ゲート線１２１と重なり合う第１部分３０１ａと、データ線１７１と重なり合
う第２部分３０１ｂと、を有する。共通電圧線３０１の第１部分３０１ａは、隣設されて
いる三本のゲート線１２１ごとに一つずつ配設されており、第２部分３０１ｂは、周縁に
配設されている画素のデータ線１７１と重なり合う位置にしか配設されていない。このよ
うに、共通電圧線３０１の繋ぎ部分は、隣設されている複数の画素に一つずつ配設される
。
【０２１４】
　図５０を参照すると、本発明の一実施形態に係る液晶表示装置のデータ線１７１は、隣
り合う二本のゲート線１２１の間において少なくとも一回折れていてもよく、共通電圧線
３０１は、ゲート線１２１と重なり合う第１部分３０１ａと、データ線１７１と重なり合
う第２部分３０１ｂと、を有する。共通電圧線３０１の第１部分３０１ａは、周縁に配設
されている画素のゲート線１２１と重なり合う位置にしか配設されず、第２部分３０１ｂ
は、隣設されている六本のデータ線１７１ごとに一つずつ配設されている。このように、
共通電圧線３０１の繋ぎ部分は、隣設されている複数の画素に一つずつ配設されていても
よい。
【０２１５】
　しかしながら、共通電圧線３０１の配索はこれに限定されるものではなく、種々に変化
可能である。
【０２１６】
　以上、本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに
限定されるものではなく、特許請求の範囲において定義している本発明の基本概念を用い
た当業者の種々の変形及び改良形態もまた本発明の権利範囲に属する。
【符号の説明】
【０２１７】
　３：液晶層
　３０１：共通電圧線
　１１０、２１０：基板
　１００、２００：表示板
　１２１：ゲート線
　１２４：ゲート電極
　１３１：共通電極
　１４０：ゲート絶縁膜
　１５１、１５４：半導体
　１６１、１６５：抵抗性接触部材
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　１７１：データ線
　１７５：ドレイン電極
　１８０ｘ、１８０ｙ、１８０ｚ：保護膜
　１８３：コンタクト孔
　１９１：画素電極
　２２０：遮光部材
　２３０：カラーフィルタ
　２５０：オーバーコート
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